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貴
職
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
存
じ

ま
す
。後

述
す
る
〈
要
請
趣
旨
〉
の
諸
観
点
か
ら
、
以
下
の
要
請

項
目
に
関
し
て
協
議
の
場
を
設
定
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
請

致
し
ま
す
。

言己

〈
要
請
項
南
国
〉

門

1
〕
新
た
な
部
落
差
別
を
生
み
「
差
別
を
固
定
化
＠
永
久

（票雪量員同誌号）第 50 2号

「要請書」を手渡す兵庫労連の成山太志議長

化
」
さ
せ
る
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

の
廃
止
を
国
に
要
請
す
る
こ
と
。
同
趣
旨
を
市
＠
町
に
も
要

請
す
る
こ
と
。

〔

2
〕
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
廃

止
さ
れ
る
ま
で
、
参
議
院
で
の
附
帯
決
議
を
順
守
し
て
次
の

よ
う
な
措
置
を
取
る
こ
と
。

（
1
）
附
帯
決
議
第
一
項
に
担
う
よ
う
に
①
「
国
民
の
理
解

を
深
め
る
よ
う
務
め
る
」
の
よ
う
に
「
押
し
付
け
」
の
啓
発
を

中
止
し
、
部
落
問
題
解
決
の
自
由
な
意
見
交
換
が
で
き
る
環

境
を
つ
く
る
こ
と
。
②
「
過
去
の
民
間
運
動
団
体
の
行
き
過

ぎ
た
言
動
等
、
部
落
差
別
の
解
消
を
阻
害
し
て
い
た
要
因
を

踏
ま
え
」
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
③
行
政
の
主
体
性
を
確
保

す
る
こ
と
。
な
ど
の
周
知
徹
底
を
各
関
係
者
に
求
め
る
こ
と
。

（
2
）
下
記
の
要
請
趣
旨
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
差
別
意

識
」
を
問
題
に
す
る
「
啓
発
」
は
不
要
で
す
。
部
落
問
題
の

解
消
過
程
を
明
確
に
し
、
附
帯
決
議
第
二
項
に
彊
う
よ
う
に
、

「
新
た
な
差
別
を
生
む
こ
と
が
な
い
よ
う
」
「
真
に
部
落
差
別

の
解
消
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
」
教
育
＠
啓
発
の
内
容
＠

手
法
等
を
配
慮
す
る
こ
と
。

（
3
）
附
帯
決
議
第
三
項
に
一
調
う
よ
う
に
、
国
に
対
し
て
、

「
新
た
な
差
別
を
生
む
こ
と
が
な
い
よ
う
」
「
真
に
部
落
差
別

の
解
消
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
」
調
査
の
内
容
＠
手
法

等
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
を
行
う
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。

こ
の
趣
旨
に
反
す
る
「
実
態
に
係
る
調
査
」
は
拒
否
す
る
こ
と
。

（4
）
附
帯
決
議
に
反
す
る
施
策
を
各
自
治
体
（
市
＠
町
）

で
は
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
旨
、
徹
底
す
る
こ
と
。

〈
要
請
趣
嵩
〉

既
に
ご
承
知
の
通
り
2
0
1
6
年
ロ
月
8
目
、
自
民
＠
公

明
＠
民
進
党
な
ど
は
、
参
議
院
法
務
委
員
会
で
「
部
落
差
別

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
案
」
の
審
議
を
打
ち
切
り
、
法

案
の
不
備
を
如
実
に
示
す
異
例
と
も
言
え
る
「
附
帯
決
議
」

を
つ
け
て
委
員
会
で
の
採
決
を
強
行
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

翌
9
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
、
成

立
さ
せ
ま
し
た
。

国
民
の
認
識
と
完
全
に
軍
離
し
、
全
く
も
っ
て
時
代
錯
誤

の
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
内
容
は

『
部
落
差
別
回
定
化
法
』
）
は
、
2
0
0
2
年
3
月
白
日
で
部

落
問
題
（
同
和
問
題
）
に
関
す
る
「
特
別
措
置
」
法
が
終
了

し
た
経
緯
を
無
視
し
た
法
律
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
法
律
が
終
了
す
る
前
年
に
出
さ
れ
た
総
務
省
大
臣
官

房
地
域
改
善
対
策
室
の
通
達
「
今
後
の
同
和
行
政
に
つ
い
て
」

（
2
0
0
1
年
1
月
初
日
付
）
は
、
「
特
別
対
策
を
終
了
し
、

一
般
対
策
に
移
行
す
る
主
な
理
由
」
と
し
て
次
の
3
点
を
上

げ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
①
特
別
対
策
は
本
来
時
限
的
な

も
の
。
②
特
別
対
策
を
な
お
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
差
別
解

消
に
必
ず
し
も
有
効
で
は
な
い
。
③
人
口
移
動
か
激
し
い
状

況
の
中
で
、
同
和
地
区
＠
同
和
関
係
者
に
対
象
を
限
定
し
た

施
策
を
続
け
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
」
で
す
。
社
会
的
な
交

流
が
進
み
、
部
落
問
題
（
同
和
問
題
）
の
解
決
し
つ
つ
あ
る

実
態
や
か
つ
て
の
「
同
和
地
区
」
が
大
き
く
変
貌
し
、
線
引

き
が
瓦
解
し
て
い
る
実
態
（
後
述
す
る
1
9
9
3
年
の
全
国

調
査
で
は
、
「
同
和
地
区
」
に
居
住
す
る
約
ω
%
が
夫
婦
と

も
「
同
和
地
区
関
係
者
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
を
反
映
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
2
0
0
2
年
3
月
末
の
総
務
大

臣
談
話
が
発
表
さ
れ
た
の
で
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
法
律
は
、

こ
の
よ
う
な
部
落
問
題
（
田
和
問
題
）
解
決
の
臨
史
を
逆
流

さ
せ
る
希
代
の
悪
法
と
一
言
え
ま
す
。

法
文
上
「
部
落
差
別
」
の
定
義
や
実
態
を
述
べ
る
こ
と
な

く
、
「
現
在
も
な
お
部
落
差
別
が
存
在
す
る
」
と
断
定
し
、

「
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に

こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
」
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
法
第
三
条
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
」
で
は

「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施
策
を
講
じ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

新
法
成
立
を
求
め
て
き
た
部
落
解
放
同
盟
（
以
下
、
解
同
）

に
と
っ
て
、
こ
の
法
律
は
、
解
同
の
「
差
別
糾
弾
」
を
合
法

化
し
、
同
和
対
策
の
維
持
＠
復
活
に
よ
り
、
解
同
の
利
権
あ

さ
り
の
基
盤
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
「
部
落
差
別

の
解
消
」
さ
れ
た
状
態
を
言
及
せ
ず
、
法
の
期
限
も
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
「
部
落
差
別
」
が
永
久
に
固
定
化
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
新
た
な
差
別
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
旧

身
分
を
理
由
に
し
た
様
々
な
「
差
別
的
な
行
為
」
を
国
民
の

自
由
な
意
見
交
換
の
も
と
で
解
決
し
て
き
た
道
の
り
に
逆
行

し
、
大
き
な
妨
げ
に
な
り
ま
す
。

「
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
」
（
1
9
6
9
年
）
の
以

降
、
「
田
和
行
政
」
に
群
が
る
解
聞
の
私
利
私
欲
の
利
権
あ

さ
り
や
糾
弾
闘
争
を
批
判
す
る
組
織
や
個
人
に
対
し
て
、
「

（
部
落
）
差
別
者
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
暴
力
を
振
る
っ

て
き
た
歴
史
を
み
れ
ば
、
こ
の
条
文
の
危
険
性
が
浮
き
彫
り

な
り
ま
す
。
特
に
、
解
同
の
暴
力
事
件
の
頂
点
が
、
1
9
7

4
年
に
兵
庫
県
に
庇
護
＠
利
用
さ
れ
た
解
同
に
よ
り
引
き
起

こ
さ
れ
た
「
朝
来
＠
八
鹿
暴
力
事
件
」
で
す
。
そ
れ
に
協
力
＠

加
担
し
た
兵
庫
県
と
兵
庫
県
教
育
委
員
会
の
責
任
が
裁
判
で

明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
教
訓
を
い
か
さ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

法
第
六
条
に
謡
う
「
部
落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
」
は
、

前
述
の
よ
う
に
か
つ
て
の
「
同
和
地
区
」
の
線
引
き
が
五
解

し
て
い
る
実
態
か
ら
す
れ
ば
、
部
落
の
線
引
き
の
復
活
＠
固

定
化
と
旧
身
分
を
洗
い
出
す
と
い
う
人
権
侵
害
と
な
り
ま
す
。

結
婚
を
は
じ
め
社
会
的
交
流
が
前
進
し
て
い
る
中
、
人
為
的

に
「
差
別
の
線
引
き
」
を
法
制
度
及
び
行
政
上
い
つ
ま
で
も

残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

基
本
的
人
権
の
侵
害
で
あ
り
到
底
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
実
態
調

査
は
、
す
で
に
1
9
9
3
年
に
行
わ
れ
た
（
結
果
の
公
表
は

1
9
9
5
年
）
大
規
模
で
詳
細
な
、
国
の
「
間
和
地
区
実
態

把
握
等
調
査
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
は
、
居
住
、

職
業
で
は
、
「
同
和
地
区
」
と
全
国
平
均
と
全
く
格
差
が
な

か
っ
た
こ
と
、
結
婚
に
つ
い
て
も
却
歳
以
下
の
「
同
和
地
区

住
民
」
で
は
町
＠
5
%
が
「
同
和
地
区
外
」
と
の
結
婚
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
以
上
の
実
態
調

査
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

法
第
五
条
「
教
育
及
び
啓
発
」
で
は
、
部
落
問
題
に
関
す

る
「
特
別
な
教
育
と
啓
発
」
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
て
い

ま
す
。
学
校
に
お
け
る
「
特
別
な
教
育
」
が
意
味
す
る
も
の

は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
人
権
全
般
の
教
育
と
は
別
の
も
の

を
求
め
て
お
り
、
「
ど
こ
が
部
落
か
、
だ
れ
が
部
落
民
か
」

と
い
っ
た
解
聞
が
進
め
て
い
る
解
放
教
育
（
「
顕
現
教
育
」

や
「
部
藩
民
宣
言
」
）
に
つ
な
が
る
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
国
民
を
「
差
別
意
識
の
持
ち
主
」
と
決
め
つ
け

て
行
わ
れ
て
い
る
行
政
に
よ
る
「
啓
発
」
は
、
国
民
の
内
心

に
介
入
す
る
、
憲
法
違
反
で
人
権
侵
害
行
為
で
す
。
国
民
間

に
「
差
別
」
「
被
差
別
」
を
持
ち
込
み
、
国
民
の
共
同
＠
連

帯
を
臨
む
も
の
で
、
部
落
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
も
有
害
で

す
。
ま
た
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
政
府
＠
行
政
に
よ
る
数
々

の
人
権
侵
害
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

既
述
の
「
同
和
地
区
実
態
把
握
等
調
査
」
で
は
、
当
時
叩

年
聞
に
限
っ
て
み
る
と
約
卯
%
の
人
に
「
被
差
別
体
験
」
が

な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
兵
庫
県

書室関本大震災かS6
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高
砂
市
の
教
育
委
員
会
発
行
の
広
報
『
あ
け
ぼ
の
』
（
2
0

0
8
年
目
月
1
日
付
）
の
中
で
も
、
「
『
部
落
差
別
は
い
け
な

い
こ
と
で
あ
る
』
と
い
う
考
え
は
現
在
で
は
常
識
と
な
っ
て

い
ま
す
。
」
「
現
在
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
部
落
差
別
は
い
け
な

い
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
う
こ
れ
以
上
、
行
政
に
よ
る
「
啓
発
」
は
不
要
で
す
。

そ
の
意
味
で
も
、
誤
っ
た
部
落
問
題
の
記
述
を
含
む
「
兵

庫
県
人
権
教
育
及
び
啓
発
に
関
す
る
総
合
推
進
指
針
」
や
兵

庫
県
教
育
委
員
会
の
「
人
権
教
育
方
針
」
（
1
9
9
8
年
3

月
9
日
付
）
も
廃
止
す
る
べ
き
で
す
。

ま
た
、
法
第
一
条
や
第
四
条
に
一
調
う
、
各
自
治
体
の
「
部

署
差
別
に
関
す
る
相
談
」
体
制
に
つ
い
て
は
、
部
落
問
題

（
同
和
問
題
）
解
決
の
到
達
点
を
踏
ま
え
、
現
在
、
「
人
権
相

談
」
窓
口
や
体
制
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
「
部
落

差
別
」
に
関
す
る
事
例
は
ご
く
少
数
で
あ
り
個
別
対
応
で
十

分
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
特
別

な
「
部
落
差
別
に
関
す
る
相
談
」
体
制
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
法
一
条
「
目
的
」
に
謡
う
「
情
報
化
の
進
展
に

伴
っ
て
部
落
差
別
に
関
す
る
状
況
の
変
化
」
や
自
治
体
が

「
部
落
差
別
が
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
」
事
例
と
し
て
よ
く
持
ち

出
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
書
き
込
み
」
な
ど
の
問
題
は
、

「
部
落
差
別
」
を
意
図
的
に
利
用
す
る
行
為
や
営
利
目
的
に

利
用
す
る
行
為
で
、
国
民
の
「
竜
議
問
題
」
と
は
無
関
係
で

す
。
自
治
体
や
法
務
笥
か
監
視
体
制
を
強
化
し
、
「
プ
ロ
パ

イ
ダ
責
任
法
」
等
に
基
づ
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
者
に
削

除
を
迫
る
と
共
に
、
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
刑
事
＠
民
事
事

件
と
し
て
告
訴
し
な
が
ら
、
処
理
す
る
こ
と
が
解
決
の
道
筋

で
す
。
そ
の
責
任
を
放
棄
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
国
民
の
差

別
意
識
」
に
こ
じ
つ
け
て
「
啓
発
」
の
題
材
に
使
う
こ
と
は

許

さ

れ

な

い

行

為

で

す

。

上

らL


